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消費者安全法の重大事故等に係る公表について 

 

 消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者

事故等として通知された事案は 31件、うち重大事故等として通知された事案

は 22件でした。 

概要について、以下のとおり公表します。 

 

１. 消費者事故等として通知された事案（31件） 

（１）関係行政機関より 26件（食品－３件、製品－23件） 

 

（２）地方公共団体等より５件（食品－１件、製品－３件、役務－１件） 

 

（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）より０件 

    

 

２．重大事故等として通知された事案（22件） 

（１）関係行政機関（19件） 

●警察庁に報告のあった製品事故情報（１件） 

●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（18件） 

 

（２）地方公共団体等（３件） 

●製品による事故情報（２件） 

●役務による事故情報（１件） 

 

注：（１）及び（２）の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考え

られることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、

今後の対応を検討する予定。 

 

（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）（０件） 

 

 

３．特記事項   

別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載された

リコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認す
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ることができます。以下のウェブサイトにアクセスして御利用ください。 

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト 

ＰＣ・携帯  https://www.recall.caa.go.jp/ 

 

 

４．留意事項 

  これらは、消費者安全法第 12 条第１項又は第２項及び第 29 条第１項又は

第２項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等によ

り事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定し

たものではありません。 

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査

の進展等により、変更又は削除される可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知に関する問合せ 

消費者庁消費者安全課 照井、西口 

TEL : 03(3507)9263    FAX : 03(3507)9290 

 

https://www.recall.caa.go.jp/


管理番号 事故発生日 通知受理日 製品名等 被害状況等 事故内容
事故発生
都道府県

備考

G1200717-02 令和2年6月30日 令和2年7月17日 電子レンジ 火災
当該電子レンジを使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、
他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

長崎県

令和2年7月28日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1200717-09 令和2年7月14日 令和2年7月17日

ノートパソコン
(dynabook T350/56BR：株
式会社東芝（現　Ｄｙｎａｂｏｏ
ｋ株式会社）)

火災
当該ノートパソコン及び周辺を焼損する火災が発生
した。現在、原因を調査中。

愛知県

令和2年7月28日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
平成30年6月22日
からリコールを実
施（特記事項を参
照）
G1200717-10と同
一事故

G1200717-10 令和2年7月14日 令和2年7月17日
ＡＣアダプター（ノートパソコ
ン用）

火災
当該ＡＣアダプター（ノートパソコン用）を焼損する火
災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

愛知県
G1200717-09と同
一事故

G1200720-01 令和2年5月16日 令和2年7月20日
カセットこんろ
(KC-353：株式会社ニチネ
ン（輸入事業者）)

火災

当該カセットこんろにカセットボンベを装着して点火
したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発
生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含
め、現在、原因を調査中。

埼玉県

令和2年5月29日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1200720-03 令和2年7月5日 令和2年7月20日 リチウム電池内蔵充電器 火災

電車内で当該リチウム電池内蔵充電器に携帯電話
機（スマートフォン）を接続し充電中、当該製品から
発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生
した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含
め、現在、原因を調査中。

兵庫県

令和2年7月10日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

■関係行政機関からの通知

別紙



管理番号 事故発生日 通知受理日 製品名等 被害状況等 事故内容
事故発生
都道府県

備考

G1200720-04 令和2年7月6日 令和2年7月20日 デスクトップパソコン 火災
当該デスクトップパソコンを焼損する火災が発生し
た。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、
現在、原因を調査中。

福岡県

令和2年7月21日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1200720-05 令和2年7月8日 令和2年7月20日 投げ込み式湯沸器 火災
当該投げ込み式湯沸器を焼損する火災が発生。発
火源も含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

G1200720-08 令和元年7月18日 令和2年7月20日 石油ふろがま 火災 当該石油ふろがまから出火する火災が発生。 千葉県

G1200720-09 令和2年5月21日 令和2年7月20日

ガストーチ
(なし：株式会社G＆Gエン
タープライズ（輸入事業
者）)

火災
当該ガストーチに他社製のガスボンベを接続して使
用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、
原因を調査中。

神奈川県

令和2年7月21日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1200721-01 令和2年1月16日 令和2年7月21日 照明器具 火災 当該照明器具から出火する火災が発生。 奈良県

G1200721-03 令和2年7月1日 令和2年7月21日 普通乗用自動車 火災
当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

北海道



管理番号 事故発生日 通知受理日 製品名等 被害状況等 事故内容
事故発生
都道府県

備考

G1200721-04 令和2年7月4日 令和2年7月21日 リチウム電池内蔵充電器 火災
当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発
生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

奈良県

G1200721-05 令和2年7月9日 令和2年7月21日 電動立ち乗り二輪車 火災
当該電動立ち乗り二輪車を焼損する火災が発生。
発火源も含め、現在、原因を調査中。

群馬県

G1200721-06 令和2年7月9日 令和2年7月21日 軽自動車 火災
当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

大阪府

G1200721-07 令和2年7月16日 令和2年7月21日 電子レンジ 火災
当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も
含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

F1200722-01 令和2年7月8日 令和2年7月22日 エアコン 火災
当該エアコンを使用中、建物1棟を全焼、1棟を類焼
する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他
の要因かも含め、現在、原因を調査中。

福岡県

令和2年7月28日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1200722-02 令和2年7月8日 令和2年7月22日
ＡＣアダプター（ノートパソコ
ン用）

火災
当該ＡＣアダプター（ノートパソコン用）を焼損する火
災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

埼玉県



管理番号 事故発生日 通知受理日 製品名等 被害状況等 事故内容
事故発生
都道府県

備考

G1200722-04 令和2年7月11日 令和2年7月22日
電気式浴室換気乾燥暖房
機

火災

当該電気式浴室換気乾燥暖房機を使用中、当該製
品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該
製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原
因を調査中。

富山県

令和2年7月28日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1200722-05 令和2年4月30日 令和2年7月22日 軽自動車 火災 当該軽自動車を焼損する火災が発生。 神奈川県

※　管理番号：警察庁（F）、総務省消防庁（G）から通知のあったもの



管理番号 事故発生日 通知受理日 製品名等 被害状況等 事故内容
事故発生
都道府県

備考

200717-003 令和2年5月24日 令和2年7月17日 介護サービス 死亡1名(80歳代)
介護施設において、義歯を装着していない利用者が
喫食中に誤嚥し、その後死亡が確認された。

神奈川県

200720-001 令和2年6月4日 令和2年7月20日
自転車
(7.5FX：トレック・ジャパン
株式会社（輸入事業者）)

重傷1名
当該自転車で走行中、当該製品のフォークコラムが
破損し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。

埼玉県

令和2年7月17日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

200720-002 令和2年6月5日 令和2年7月20日 運動機器（EMS機器） 重傷1名
当該運動機器（ＥＭＳ機器）を使用したところ、両下
たい筋挫傷等の重傷。

埼玉県

■地方公共団体等からの通知

別紙
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